
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

四

八

号

北
方
領
土
海
域
で
発
生
し
た
日
本
船
拿
捕
事
件
へ
の
外
務
省
の
対
応
並
び
に
説
明
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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北
方
領
土
海
域
で
発
生
し
た
日
本
船
拿
捕
事
件
へ
の
外
務
省
の
対
応
並
び
に
説
明
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
六
四
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
六
年
八
月
十
六
日
、
根
室
の
カ
ニ
か
ご
漁
船
第
三
十
一
吉
進
丸
が
北
方
領
土
海
域
で
ロ
シ
ア
国
境
警
備
隊
に
拿
捕

さ
れ
、
乗
組
員
一
人
が
射
殺
さ
れ
、
第
三
十
一
吉
進
丸
の
船
体
が
押
収
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
翌
年
十
二
月
十
三

日
に
は
、
羅
臼
漁
協
所
属
の
刺
し
網
漁
船
四
隻
が
ロ
シ
ア
国
境
警
備
隊
に
拿
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
右
事

件
に
よ
り
押
収
さ
れ
た
五
隻
の
船
は
、
い
ず
れ
も
国
民
の
尊
い
財
産
で
あ
り
、
国
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
責
務
を
負
う
政

府
と
し
て
は
、
何
が
あ
ろ
う
と
こ
れ
ら
五
隻
の
船
を
取
り
戻
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
現
在
、
五
隻
の
船
体
の

返
還
交
渉
は
ど
の
様
な
状
況
に
あ
る
の
か
、
何
ら
か
の
具
体
的
進
展
が
見
ら
れ
て
い
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
政
府
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
「
御
指
摘
の
総
領
事
館
の
職
員
は
、
御
指
摘
の
船
体
の
引
渡
し
等
の
た
め
に
全
力
で
取

り
組
ん
で
い
る
。
」
と
、
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領
事
館
の
職
員
が
、
五
隻
の
船
体
を
取
り
戻
す
べ
く
努
力
し

て
い
る
旨
答
弁
し
て
い
る
が
、
で
は
何
度
第
三
十
一
吉
進
丸
を
直
接
見
に
行
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
他
四
隻
に
つ
い
て
は
、

本
年
五
月
三
十
日
か
ら
六
月
二
日
ま
で
の
日
程
で
行
わ
れ
た
ビ
ザ
な
し
交
流
に
参
加
し
た
際
に
、
択
捉
島
の
内
岡
港
に
置
か

れ
て
い
る
の
を
直
接
当
方
は
確
認
し
た
が
、
例
え
ば
同
総
領
事
館
の
職
員
が
直
接
現
地
に
行
っ
て
四
隻
の
船
体
の
様
子
を
確

一



認
し
て
い
る
の
か
等
、
同
総
領
事
館
の
職
員
が
、
五
隻
の
船
体
を
取
り
戻
す
べ
く
具
体
的
に
ど
の
様
な
対
応
を
と
っ
て
い
る

の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

各
レ
ベ
ル
の
日
ロ
外
交
交
渉
に
お
い
て
、
五
隻
の
船
体
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
返
還
要
請
が
な
さ
れ
た
の
は
い
つ

か
、
そ
の
直
近
の
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


